
（ ）

9,235

82.9

80 80 80 80

　 0526

年度27

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 24年度 25年度 26年度 27年度見込

　単位当たりコスト ＝X/Y

　　　X＝「予算執行額（単位：円）」
　　　Y＝「就業延人員数（単位：人日）」

単位当たり
コスト 円／人日 131.3 130.1 132.5 166.5

計算式 X / Y
9,052,856,204
　/68,952,969

8,960,012,979
/68,874,800

91,60,119,772
/69,141,288

11,686,331,000
/70,200,000

68,952,969 70,233,000 70,200,000

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 24年度 25年度 26年度 27年度活動見込

契約金額
活動実績 千円 298,227,920 297,890,718 304,977,854

当初見込み 千円 301,683,544 298,227,920 303,755,000 309,000,000

27年度活動見込

訪問個別指導
（シルバー人材センター連合本部）

活動実績 回 16 16 16

当初見込み 回 16 16 16 16

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 24年度 25年度 26年度 27年度活動見込

就業延人員数
活動実績 人日 68,952,969 68,874,800 69,141,288

当初見込み 人日 69,481,844

平成２７年度行政事業レビューシート 厚生労働省

執行額

9,235 9,048 9,375 11,686 12,172

8,960 9,160

執行率（％） 98% 99% 98%

昭和５５年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

活動実績

活動指標

％

翌年度へ繰越し －

計

9,375

高齢社会対策、男女共同参画主要政策・施策

744,000 750,000

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 24年度 25年度 26年度

シルバー人材センターの会員数

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）
743,969 729,206 721,712

－ － － －

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第４０条から第４８条

関係する計画、
通知等

高年齢者等職業安定対策基本方針（平成２１年４月１日付厚生労
働省告示第２５２号）、高年齢者就業機会確保事業（公益社団法
人全国シルバー人材センター事業協会）の実施について

実施方法

－

予算額・
執行額

（単位:百万円）

24年度 25年度 26年度

－

－

9,053

予備費等

28年度要求

予算
の状
況

当初予算 9,048

社会保障、その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　定年退職後等の高年齢者の多様な就業のニーズに応じ、地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的又は軽易な就業機会を確保・
提供し、併せて高年齢者の生きがいの充実、社会参加の促進による地域社会の活性化を図ることを目的とする。

前年度から繰越し － －

事業番号

高年齢者就業機会確保等事業費 担当部局庁 職業安定局雇用開発部 作成責任者

事業開始年度

委託・請負、補助

担当課室 高齢者雇用対策課
高齢者雇用対策課長

福士　亘

事業名

会計区分 一般会計、労働保険特別会計雇用勘定 政策・施策名 Ⅳ-3-1　高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

主要経費

27年度

－

－

就業率

762,038

82.9

27年度活動見込

103.6％103.4％

人

成果実績

目標値

743,969

単位

103.6％

24年度 25年度 26年度

26年度成果指標 単位

％

－

補正予算

事業概要
（5行程度以内。
別添可）

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高齢法」という。）第44条に基づき、都道府県知事の指定を受けたシルバー人材センター連
合の運営に必要な経費について地方公共団体の補助金額を上限として補助する。さらに、シルバー人材センター事業の健全な発展を図るとと
もに、適正な運営の確保等を目的として高齢法第46条に基づき厚生労働大臣の指定を受けた法人（全国シルバー人材センター事業協会）に
対する補助（補助率１／２相当）を行う。また、シルバー人材センター事業の適正な運営を図るため、シルバー人材センター連合の管理運営等
に関する実地指導、相談援助等を実施することにより、高年齢者の就業機会の確保などに資するものである。

目標最終年度

－ －

11,686 12,172

－

24年度 25年度

82.7
シルバー人材センターの会
員の80％以上に就業機会
を提供する。

達成度 ％

当初見込み

人

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標



93

4,462

790

58

生涯現役社会活躍応援事
業

高齢者活用・現役世代雇用
サポート事業 3,997

6,769

-

58

822

全国シルバー人材センター
事業協会に対する補助

費　目

93

計 11,686 12,172

高年齢者就業機会確保事
業指導費

平
成
2
7
・
2
8
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百

万
円

）

地域就業機会創出・拡大事
業（仮称）

27年度当初予算 28年度要求 主な増減理由

都道府県シルバー人材
センター連合運営費 6,716

-

地域就業機会創出・拡大事業（仮称）の新設のため



事業所管部局による点検・改善

国
費
投
入
の
必
要
性

外部有識者の所見

改善の
方向性

高齢者の多様なニーズに対応し、会員を増加させるため、派遣により就業する機会の開拓等を積極的に行う。
また、企業のニーズに対応し、就業機会を増加させるため、人手不足分野や現役世代を指させる分野での就業機会の開拓等を積極的に行
う。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

現
状
通
り

受益者との負担関係は妥当であるか。

‐
関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

高齢法第４１条により、高年齢者の就業機会を確保する事
業として位置づけられており、平成２６年には団塊の世代
（６６０万人）の多くが65歳となり、順次労働市場から退出し
高齢化の進む中、高年齢者の地域における活躍の場の創
出を担う優先度の高い事業である。

25度とほぼ同水準となっており、水準は妥当と考える。

交付申請書等を確認の上、交付決定、確定を行っており、
合理的な内容になっている。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

就業率は目標値である８０％以上を達成しているが、会員数や就業延人員については見込みを下回っており、会員数の拡大と就業機会の拡
大を進める必要がある。

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

行政事業レビュー推進チームの所見

引き続き、事業の適正な執行に努めるとともに、シルバー人材センターの事業の執行に対する監査・監督を実施すること。

シルバー人材センターの事業の執行については、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会や各都道府県労働局を通じて監査・監督を
実施しているところであるが、引き続き適正な事業の執行が行われるよう監査・監督を実施していくこととする。

労働人口の減少に伴う高齢者雇用は今後の社会にとって必須と考えられる。当業務の執行率は高いが、最終的に交付を受けるのは各都道府県のシルバー人材
センター等であり、当該団体での事業の執行に対する監査・監督が必要と考えられる。当該団体の評価を実施すること。（栗原）

点検結果

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○

‐

△

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか ‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

評　価項　　目

「高年齢者雇用確保措置」の影響等により、一部の指標で
見込みを下回った。

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

６５歳以上人口が人口の２５％を占め高齢化の進む中、生
涯現役社会の実現に向けた取り組みが求められている。

高齢法第４０条により、高年齢者等の就業機会の確保のた
めに必要な措置を講ずるよう努力する義務が国と地方自
治体に課せられており、国と地方自治体で連携して推進し
ていくものである。

○

○

‐

‐

関
連
事
業

評価に関する説明

‐

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか ○ 目標値である８０％以上を維持している。

交付申請書等を事業の趣旨に照らして妥当なものかどう
か確認し、交付決定、確定精算を行っており、事業目的に
沿った支出となっているか精査している。

事業名所管府省・部局名 事業番号

‐



283平成22年度

平成25年度

359,938

514

平成23年度 326,810

関連する過去のレビューシートの事業番号

備考

平成26年度 517,新27-030

平成24年度

○行政刷新会議事業仕分け第１弾（平成２１年１１月１３日）
〈事業番号/事業名〉　２－２２/シルバー人材センター援助事業
〈結果〉　予算要求の縮減（１／３程度を縮減）
〈とりまとめコメント〉
・予算要求の１／３程度を縮減する。
・全国シルバー人材センター事業協会を廃止するという意見もあったので、ぜひ検討いただきたい。
・昭和55年度から長く続いてきた事業で、１／２の補助が非常に大きな既得権益になっているという問題点がある。
・民業圧迫の実態調査を直ちに行うべきとの意見も出されているので、ぜひ取り組んでいただきたい。

○行政刷新会議事業仕分け第３弾（平成２２年１１月１５日）
〈事業番号/事業名〉　Ａ－４/シルバー人材センター援助事業
〈結果〉　事業仕分け第１弾の評価結果の確実な実施　　　第１弾評価結果：予算要求の縮減（１／３程度を縮減）
〈とりまとめコメント〉
・事業仕分け第１弾の評価結果を確実に実施していただきたいという評価結果とする。
・多くの評価者からあったように、「会員いじめ」をまったく考えておらず、あくまで間接コスト、人件費に着目すべき。
・各都道府県のシルバー人材連合、各地域のシルバー人材センターにおける間接コストの削減努力が不十分である。
・全国シルバー人材センター事業協会については、役割は終えている。廃止の方向だという意見も何名かの評価者からいただいた。



※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省

９，１６０百万円

（内 本省事務費 ０．２万円）

制度設計・交付決定等

（高年齢者就業機会確保等事業費）

【予算示達】 【補助、委託（随意契約）】

Ｂ．都道府県労働局（４７）

９，０１３百万円

補助金の支給決定

Ｄ．公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会

１４６百万円

事業実施に充当

（高年齢者就業機会確保事
業費等補助金（シルバー人材
センター事業））

シルバー人材センター連合の業務に従事する

者に対する研修、業務についての連絡調整、

情報の収集・提供等及びシルバー人材セン

ター連合等への指導援助等

・ 実地指導

・ 集団指導

※高齢者雇用安定法第４６条、第４７条

国

【補助】

Ｃ．シルバー人材センター連合（４７）

９，０１３百万円

事業運営に係る経費に充当

シルバー人材センター事業の運営（高齢会員に対する
就業機会の確保・提供、安全・適正就業の確保等）

※高齢者雇用安定法第４４条

Ａ．都道府県労働局（４７）

０．９百万円

事業実施に充当

【職員旅費】

【予算示達】



計 146 計 0

連絡調整費 旅費、通信運搬費等 9

研修経費 旅費、会場借料等

6一般運営費 光熱水料、賃借料等

指導経費 委託事業実施にかかる経費 91

情報提供費 ソフト改善費、システム運用費等 10

2

人件費 職員基本給、社会保険料等 28

D.公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会 H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 495 計 0

C.公益財団法人東京しごと財団 G. 

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

運営費 職員基本給等 495

計 495 計 0

補助金 シルバー人材センター事業の運営補助 495

計 0 計 0

B.東京労働局 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.
金　額

(百万円）
費　目 使　途費　目 使　途



支出先上位１０者リスト
A.都道府県労働局

B.都道府県労働局

C

D

2
公益社団法人全国シルバー人
材センター事業協会

シルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修、業務につい
ての連絡調整、情報の収集・提供等

55 － -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
公益社団法人全国シルバー人
材センター事業協会

シルバー人材センター連合の管理運営等に関する実地指導等 91 随意契約 -

9
公益社団法人北海道シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 277 － -

10
公益社団法人鹿児島県シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 272 － -

7
公益社団法人静岡県シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 293 － -

8
公益社団法人茨城県シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 280 － -

5
公益社団法人大阪府シル
バー人材センター協議会

シルバー人材センター事業の運営 394 － -

6
公益社団法人兵庫県シル
バー人材センター協会

シルバー人材センター事業の運営 376 － -

3
公益社団法人愛知県シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 435 － -

4
公益社団法人福岡県シル
バー人材センター連合会

シルバー人材センター事業の運営 394 － -

1
公益財団法人東京しごと財
団

シルバー人材センター事業の運営 506 － -

2 公益財団法人いきいき埼玉 シルバー人材センター事業の運営 481 － -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

10 鹿児島労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 272 － -

8 茨城労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 280 － -

9 北海道労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 277 － -

6 兵庫労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 376 － -

7 静岡労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 293 － -

4 福岡労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 394 － -

5 大阪労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 394 － -

3 愛知労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 435 － -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 東京労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 506 － -

2 埼玉労働局 シルバー人材センター事業の運営補助 481 － -

茨城労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0 － -

8

9

10 神奈川労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0 － -

東京労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0.1 － -

5 愛知労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0.1 － -

シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0.1

兵庫労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0 － -

2 静岡労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0.1 － -

－ -

福岡労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0 － -

山形労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0 － -

6

7

4

3 鹿児島労働局

1 埼玉労働局 シルバー人材センター事業の運営に対する指導等 0.1 － -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率


